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１ 事案の概要 

 Ｐｏｎｙ社は，２００２年９月２５日，カーナビゲーションシステムの制御方法に関する発明（以下「本件発明」

という。）について，特許出願をし，２００８年９月２５日，設定の登録（特許第２０１９０９２５号）を受けた

（以下「本件特許」といい，その特許権を「本件特許権」という。）。 

 Ｄｏｎｋｅｙ社は，２０１３年９月２５日より，業として，ユーザーに対し，「ＤＫターミナル」という専用携

帯端末（以下「被告端末」という。）を貸与した上で，「ＤＫカーナビ」という名称のカーナビゲーションサービス

（以下「被告サービス」という。）を提供している。 

 被告サービスの提供は，Ｄｏｎｋｅｙの管理・運営するサーバー（以下「被告サーバー」という。）と，ユーザ

ーにおいて保持する被告端末とからなるカーナビゲーションシステムを制御する方法（以下「被告方法」という。）

により行われる。Ｄｏｎｋｅｙは，被告方法の使用にのみ用いるサーバー用プログラム（以下「被告サーバー用プ

ログラム」という。）を作成し，そのマスターＣＤを作成の上，被告サーバーに同プログラムをインストールして

いる。 

 ユーザーが被告サービスを利用するためには，月額３００円（３米ドル）の利用料をＤｏｎｋｅｙに支払って，

被告端末を用いて被告サーバーと通信する必要がある。 

 Ｐｏｎｙは，２０１８年９月２５日，特許権侵害訴訟を提起し，被告方法は本件特許権を侵害していると主張し

て，Ｄｏｎｋｅｙに対し，以下の請求を行った。 

① 被告方法の使用及び被告端末の生産，貸渡し及び貸渡しの申出の差止め 

② 被告サーバー用プログラムが記録された媒体及び被告端末の廃棄 

③ 損害賠償として，実施に対し受けるべき金額相当額１０億円（１０００万米ドル）の支払い 

 

 

２ 本件発明（請求項１に係る発明） 

 地図を表示画面に表示するカーナビゲーションシステムの制御方法であって，複数のサービス施設を示す表示

データ及び各サービス施設の存在地点を示す座標データからなる施設データを予め記憶した第１記憶手段から前

記表示データを読み出して前記複数のサービス施設を前記表示画面に表示させるステップと，前記表示画面に表

示された複数のサービス施設のうちの１のサービス施設を操作に応じて指定するステップと，指定された１のサ

ービス施設に対応する座標データを前記第１記憶手段から読み出すステップと，読み出された座標データをユー

ザー登録データとして第２記憶手段に記憶させるステップと，前記表示画面に地図が表示されているとき前記第

２記憶手段から座標データを読み出してその座標データが示す地図上の地点を所定のパターンにより地図に重畳

して前記表示画面に表示させるステップとを含むことを特徴とするカーナビゲーションシステムの制御方法。 

  



３ 本件明細書（抜粋） 

【０００５】 

【発明の目的】本発明の目的は，ユーザーが，サービス施設を地図上に表示するための面倒な操作をすることな

く，ユーザー登録をすることができるカーナビゲーションシステムの制御方法を提供することである。 

 

【０００７】 

【発明の作用】本発明のカーナビゲーションシステムの制御方法においては，複数のサービス施設を示す表示デ

ータ及び各サービス施設の存在地点を示す座標データが予め第１記憶手段に記憶され，表示画面に表示された複

数のサービス施設のうちから１のサービス施設を操作によって指定すれば，その１のサービス施設に対応する座

標データを第１記憶手段から読み出して第２記憶手段にユーザー登録をする。そして，表示画面に地図が表示さ

れているときにユーザー登録された座標データを読み出してその座標データが示す地図上の地点を所定のパター

ンにより地図に重畳して表示画面に表示させることができる。 

 

【０００８】 

【実施例】図１は本発明を実施するに好適なカーナビゲーションシステムの一実施例を示すブロック図である。 

 

【０００９】システムコントローラ５はインターフェース６と，ＣＰＵ（中央処理回路）７と，ＲＯＭ（Read Only 

Memory）８と，ＲＡＭ（Random Access Memory）９とから構成されている。ＲＡＭ９は本ナビゲーションシステム

の電源切断時にも電圧が供給されて後述する経度及び緯度データ，地点表示パターンデータ，ユーザー登録フラ

グ等のデータが消滅しないようにバックアップされる。また，ＲＡＭ９には図２に示すように複数の経度及び緯

度データと地点表示パターンデータとが一対となってアドレス毎に記憶されるユーザー登録データテーブルが形

成される。 

 

【００１０】外部記憶媒体として，例えばＣＤ－ＲＯＭが用いられる。ＣＤ－ＲＯＭには，地図データの他にサー

ビスリスト表示データ，詳細表示データ，座標データとしての経度及び緯度データ並びに地点表示パターンデー

タが予め記憶されている。ＣＤ－ＲＯＭドライブ１１の出力はバスラインＬに送出される。 

 

【００１３】次に，ＣＰＵ７によって実行されるユーザー登録動作について説明する。 

 

【００１４】ＣＰＵ７は先ず，サービスリストをディスプレイ１７上に表示させる。サービスリストは地域毎のレ

ストランやホテルのリストである。ＣＰＵ７は，選択キーの操作があった場合には操作されたときのカーソル位

置に応じてＣＤ－ＲＯＭから読み出した詳細表示データをディスプレイ１７上に表示させる。 

 

【００１５】ユーザー登録キーが操作されたならば，読み出した詳細表示データと１つの組になっている経度及

び緯度データと地点表示パターンデータとをＣＤ－ＲＯＭから読み出す。そして，読み出した経度及び緯度デー

タと地点表示パターンデータとを一対のデータとしてＲＡＭ９に書き込む。施設データである経度及び緯度デー

タと地点表示パターンデータは安価な記憶媒体であるＣＤ－ＲＯＭに格納し，ユーザー登録データは書換えが可

能なＲＡＭに記憶することにより，利便性の向上とコスト低減とを両立することができる。 

 

 



【００１７】次いで，ＣＰＵ７によって実行されるユーザー登録されたデータを表示する動作について説明する。

ＣＰＵ７は，ユーザー登録データテーブルから経度及び緯度データ（ｘn，ｙn）を読み出し，現在表示中の地図の

範囲内ならば，地点表示パターンデータＤnを読み出し，経度及び緯度データ（ｘn，ｙn）と地点表示パターンデ

ータＤnとをグラフィックコントローラ１９に供給する。これにより，ディスプレイ１７において経度及び緯度デ

ータ（ｘn，ｙn）が示す地図上の位置に地点表示パターンデータＤn が示す表示パターンが表示される。例えば，

レストランならば，表示パターン「Ｒ」がその存在する地図上の位置に表示される（図６）。 

 

【００２０】 

【発明の効果】本発明のカーナビゲーションシステムの制御方法においては，サービスリストとして表示された

複数のサービス施設のうちから１のサービス施設を操作によって指定すれば，その１のサービス施設に対応する

座標データを第１記憶手段から読み出して第２記憶手段にユーザー登録をするので，ユーザーはサービス施設の

正確な位置を知らずとも，簡単な操作でユーザー登録をすることができるという効果を奏する。 

 

【図１】実施例のカーナビゲーションシステム 

 

【図２】ユーザー登録データテーブル 【図６】走行中の画面（Ｒは登録地点） 

  

 

  



４ 出願経過において提出された意見書（抜粋） 

出願の過程において，審査官からの拒絶理由通知に対してＰｏｎｙが提出した意見書には，次の記載がある。 

「引用発明１は，歩行者のための携帯用ナビゲーション装置であって，本願発明のようなカーナビゲーションシ

ステムの制御方法を開示するものではありません。引用発明１は，自動車用のナビゲーション装置では解決し得

なかった歩行者用のナビゲーション装置に特有の課題を解決するものであります。 

本願発明は，請求項１により特定されるように，「読み出された座標データをユーザー登録データとして記憶す

る第２記憶手段」を有するところ，この第２記憶手段を，システムの電源切断時にもバッテリーから電源が供給さ

れてユーザー登録フラグ等のデータが消滅しないようにバックアップされているＲＡＭ（本件明細書【０００９】）

で構成することにより，電源ＯＦＦ時にもユーザー登録データを記憶保持し続けることができ，ユーザーの利便

性を向上させるという効果を奏します。このような効果は，本願発明のシステムが車両に搭載され，車両用の大容

量バッテリーからＲＡＭへの常時の電源供給が可能であるからこそ得られるものです。」 

 

 

５ 被告方法  

被告方法は，車内に搭載された被告端末と車外に設置される被告サーバーとを備えたシステムにより，被告端

末の画面に地図を表示して車のルート案内サービスを提供する，カーナビゲーション方法である。 
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GPS衛星 

携帯電話ネットワーク 

被告端末（D Terminal） 
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操作手段 
目的地検索指示 
メモ地点登録指示 
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位置情報生成 

制御装置 
 
目的地（スポット）検索 
端末位置受信 
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地図データ読み出し 
地図・ルート描画，送信 
 
メモ地点登録 
メモデータ読み出し 
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・・名称データ 
・・地点データ 

・地図データ 
 
・スポットデータ 
・・カテゴリー 
・・名称データ 
・・地点データ 

被告サーバー（D Server） 

被告カーナビゲーションシステム 

（（（  ））） 



被告端末の画面においては，まず，ホテル，レストラン等のスポットのカテゴリを順次絞り込んで選択し，次に，

スポットの所在地域を選択することによって，当該所在地域におけるスポットを検索することができる。 

被告サーバーには，「被告スポットデータ」，すなわち，スポットの名称のデータ（被告名称データ）及びその所

在に関するデータ（被告地点データ）が保持されている。 

被告名称データを使用して，複数のスポット（例：寿司屋）の名称等をリスト表示させることができる（画面１

～４）。 

 

（画面１） （画面２） （画面３） （画面４） 

    

 

 

被告方法に係るシステムは，被告端末の操作により，画面に表示されたスポットの１つ（例：「ＩＰ寿司銀座

店」）を「メモ地点」として登録する指示を受け付け，当該スポットに対応する被告地点データを被告サーバーか

ら取得し，選択されたスポットを「メモ地点」として被告サーバーに登録することができる（画面５～７）。 

 

（画面５） （画面６） （画面７） 

   

 

  



被告端末の画面に地図が表示される際に，被告サーバーから，「メモ地点」として登録されたスポット（メモ地

点）の地点データ（被告メモデータ）を読み出し，その地点データが示す地図上の地点をアイコンの表示により地

図に重畳して表示させる（画面８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対応関係 

  

（画面８） 

 

本件発明の用語 被告方法の用語 

施設データ 被告スポットデータ 

  表示データ   被告名称データ 

  座標データ   被告地点データ 

ユーザー登録データ 被告メモデータ 


